
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第４０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年３月１１日 １４時１５分ごろ 

発生場所 香川県高松市小槌
こ づ ち

島北方沖（備讃瀬戸東航路内） 

 小槌島灯台から真方位００９°８４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.２′ 東経１３３°５５.４′） 

事故等調査の経過  平成２５年３月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 翻
ほん

運
うん

丸、１１９トン 

   １３４７０８、正昇海運有限会社 

Ｂ はしけ ＪＦＥ
ジェーエフイー

 Ｎ
エヌ

２、約３,５５３トン 

   なし、正昇海運有限会社 

Ｃ 漁船 八幡
や は た

丸、４.９トン 

   ＫＡ３－２１１６１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

  航海士Ａ（三等航海士）、三級海技士（航海） 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｃ 軽傷 １人（甲板員Ｃ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

Ｃ 左舷船尾部に擦過傷、櫓
やぐら

に曲損及び擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、鋼材約１,９１３ｔを積載し

たＢ船を押して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、航

海士Ａが単独で船橋当直に当たり、小槌島西方沖を約０６８°（真方

位、以下同じ。）の針路及び約９ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で手動操舵によって航行した。 

 航海士Ａは、平成２５年３月１１日１３時５５分ごろ、３海里

（Ｍ）レンジとしたレーダーにより、前方約３ＭのＣ船を探知した

が、右舷側至近の同航船に意識を集中していたので、Ｃ船の動静を確

認しなかった。 

 Ａ船押船列は、小槌島北方沖で同航船が右舷側を追い越したのち、

０７６°に変針した。 

 自室で休憩していた船長Ａは、１４時２５分ごろ、備讃瀬戸海上交

通センターからＶＨＦで連絡を受け、Ｃ船と衝突したことを知り、高



 

松市高松港に入港した。 

 Ｃ船は、船長Ｃほか１人が乗り組み、小槌島北方沖を約２.５kn の

速力で手動操舵により、小型底びき網漁のえい
．．

網をしながら東北東進

した。 

 船長Ｃは、後方を気にせずに同じ針路及び速力で航行中、衝突の約

１～２分前、船尾方約１５０～２００ｍに接近するＡ船押船列を視認

したので、汽笛を吹鳴し、回転灯を点灯したが、Ａ船押船列が接近し

て来るので、えい
．．

航索を伸ばし、左舵一杯、続いて機関を全速力前進

としたものの、１４時１５分ごろ、小槌島北方沖において、Ｃ船の左

舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｃ船は、海上保安部に連絡したのち、高松港に入港し、また、本事

故において、甲板員Ｃが右肩及び右胸部に打撲傷を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし 

 その他の事項 

 

 航海士Ａは、Ｃ船を目視で確認しなかった。また、Ｃ船のレーダ

ー・プロッティングを行わなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ、なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ、なし 

 Ａ船押船列は、小槌島北方沖を東北東進中、航海士Ａが、レーダー

でＣ船を探知した際、右舷側至近の同航船に意識を集中し、Ｃ船の動

静を確認していなかったことから、Ｂ船とＣ船とが衝突したものと考

えられる。 

 Ｃ船は、小槌島北方沖をえい
．．

網しながら東北東進中、船長Ｃが、後

方に注意を向けず、見張りを行っていなかったことから、船尾方約１

５０～２００ｍに接近したＡ船押船列に気付き、汽笛の吹鳴等を行っ

たものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、小槌島北方沖において、Ａ船押船列が東北東進中、Ｃ船

がえい
．．

網しながら東北東進中、航海士ＡがＣ船の動静を確認せず、ま

た、船長Ｃが見張りを行っていなかったため、Ｂ船とＣ船とが衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事故として、次のことが考え

られる。 

・他船を認めた場合には、目視及びレーダーにより、適切な見張り

を行い、他船の動静を監視すること。 

・操業中であっても、見張りを適切に行い、接近する船舶を認めた

場合には、汽笛を吹鳴するなどして注意を喚起すること。 

 


